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商工会だより 

会員事業所紹介 五味屋 太子店 
ｈｔｔｐｓ://ｔａｉｓｈｉ.ｏｒ.ｊｐ 

       発行 Ｒ8．4 

揖保郡太子町東南５１-１ 

ＴＥＬ ０７９-２７７-２５６６ 

ＦＡＸ ０７９-２７７-００６８ 

住    所 ：揖保郡太子町矢田部８８ 

Ｔ  Ｅ  Ｌ ：０７９-２７７-７８７８ 

代  表  者 ：加納 裕子 

定 休 日 ：月曜日 

営 業 時 間：１７時～２２時 

※ラストオーダーは２１:３０でございます。  

 

 

 

自家製のタレや、テールスープ、ナムルなどできる限

り手作りにもこだわっております。 

お肉にもこだわっておりますが、一品ものやスープ、

冷麺など人気のサイドメニューも沢山ございます！ 

なんといっても店名の入っている五味屋鍋は、一度は

食べて頂きたい自家製タレを使ったホルモン赤身肉

たっぷりのお鍋となっております！ 

是非、皆様のご来店お待ちしております。 

令和７年１２月にオープンした新鮮なホルモンが自慢

の焼肉屋でございます。 

結婚し子育て中のブランクはありますが、若い頃から

実家の営んでいる焼肉屋を手伝っており、そこに来る

家族や友人同士、楽しそうにお食事をされる方々の姿

を見て、私もいつか自分で飲食店をしてみたい！ 

するなら焼肉屋だ！とずっと思っていました。 

昔ながらの少し煙の上がる中で美味しい焼肉を食べて

頂きたい、行きつけの焼肉屋として地元の方々に愛さ

れるお店になるように心を込めて営業して参りたいと

思っております。 
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     令和８年４月１日から 自転車への「交通反則通知制度」が導入されます   

 令和８年３月分（４月納付分）からの協会けんぽの保険料率について 

 自転車の運転者（１６歳未満の者を除く）がした一定の違反が交通反則通告制度の対象となります。 


